
 

 

予算決算特別委員会審査報告書 

 

１ 審査期日および場所 

  令和７年９月 24 日（水）、25 日（木） 全員協議会室 

 

２ 出席委員 

  松田泰典委員長 外 34 名 

   

３ 付議事件審査の概要 

  本委員会は、付議事件である「一般会計、特別会計および事業会計の予算に係る議案

に関すること」、「県財政の運営上および県政上の重要な案件」について審査を行った。 

その審査の過程において、各委員より論及のあった主な内容は、次のとおりである。 

 
(１) アリーナ構想について 
 県民利用枠の妥当性、利用想定の妥当性、嶺南地域からの利用促進策、経済界の資金調

達見込み、ランニングコストに係る福井市との再協議、駐車場対策、地元要望への対応、
将来の社会情勢変化による影響など、多くの委員から様々な論及があった。 
 これらの論及を踏まえて、委員から、「経済界によるアリーナへの熱意と県全域への効果
波及に対する思いを理解するとともに、駅前商業者からの経済効果への期待を認識してい
る。その上で、経済界が責任を持ってアリーナを整備し、運営するとの覚悟を知事が受け
止め、この構想を進めたいと判断するのであれば尊重したい」との意見を述べた上で、ア

リーナの実現に向けた知事の決意をただしたところ、「アリーナ構想は経済界が中心とな
って、新幹線開業の百年に一度のチャンスを生かすという決意のもとに打ち出し、主体的
にやっていく形としていることに敬意を表したい。これは全国でも珍しいモデルケースに
なると考えている。また、ブローウインズを中心としたプロスポーツやコンサート、コン
ベンションなどで多くのにぎわいが生まれて、県民にとって誇りや愛着が湧くような拠点
になっていくと考えている。福井商工会議所の会頭も、激化する地域間競争に打ち勝つた
めに挑戦していくとの強い決意を示している。こういった思いに行政としてもしっかりと
応えていくことが重要であると認識している。長期的かつ安定的な運営ができるように、
これからも県議会の御理解もいただきながら、関係機関と具体的な調整を進めてまいりた
い」との答弁があった。 
 これを受けて、委員からは、「知事の決意は理解した。今議会の議論を踏まえて、今後は
経済界および福井市と十分に連携し、課題を一つ一つ克服していくように求めたい。人口
減社会に打ちかつために、魅力的な施設であるとともに、持続可能な施設になるよう、し
っかりと進めてもらいたい」との見解が示された。 
 また、他の委員からは、「福井商工会議所の会頭の言葉はそのとおりであり、行政側が応
援していく必要性を理解している。ただし、運営面も含めてまだまだ情報が欲しいので、
明らかになってきたことは忌憚なく紹介していただきたい。さらに、福井市は部局横断の
プロジェクトチームをつくるとともに、可能な限り公費負担の軽減に取り組むとしており、
県としても、こういった動向をしっかり見極めながら進めていただきたい」との見解が示
された。 
 さらに、他の委員からも、アリーナ構想に関する課題や懸念について県の対応などを確
認した上で、「課題や懸念に県として責任を持って対応するのであれば、県都再生のために
計画への支援を次の段階に進めることを注意を払いながら見守りたい。やるのであれば最
善の結果となるように我々も全力で頑張りたい」との見解が示された。 
 一方で、他の委員からは、「経済界が８月に計画を示してから、我々も１か月間議論して
いるが、住民に説明し切れる段階に至っておらず、９月議会で認めることは難しい」との
見解が示された。 
 

(２) 使用済燃料の乾式貯蔵について 

 六ヶ所再処理工場が計画どおり竣工しなければ、使用済燃料の搬出が滞ってしまうおそ

れがあるため、乾式貯蔵施設の事前了解においては、六ヶ所再処理工場の審査状況を見極

める必要がある。県は、六ヶ所再処理工場の審査状況について現状をどう評価し、今後ど

のように確認していくのかとただしたところ、「審査は「説明の全体計画」に沿った形で進



 

 

捗していると認識している。ただし、日本原燃の審査対応について原子力規制委員会から

厳しい意見が出ていることを認識していることから、今後もこの審査の進捗状況を注視し

ていく」との答弁があった。 

また、関西電力は「2035 年末までに搬出を開始できない場合は、既に乾式貯蔵施設に貯

蔵している使用済燃料は、使用済燃料プールに戻すこととする」としているが、この行為

は地元住民や作業員のリスクを高めるため許容できない。この関西電力の考え方に対する

県の所見をただしたところ、「関西電力は、長期保管への懸念を払拭するためにこの考え方

を示したと認識している。また、プールでの保管は原子力規制委員会の厳しい審査を経て

許可されている上、同じサイト内で使用済燃料をキャスクに入れて、プールに入れるとい

う作業は過去にもかなり行われており、関西電力は作業自体に安全上問題があるとは考え

ていないと述べている。一方で、立地町の町長や議会から厳しい意見が出ている。いずれ

にしても、関西電力は、2035 年末までに乾式貯蔵施設から中間貯蔵施設に搬出開始するこ

とを確実に守る必要があるとともに、立地町の意向を考慮することも必要だと認識してい

る」との答弁があった。 

また、他の委員からは、乾式キャスクに移動させた使用済燃料を再びプールに戻すとい

う関西電力の覚悟について、速やかにその内容変更を求め、2035 年末までに県外の中間貯

蔵施設に搬出できなかった場合は、2021 年に示された「原子力発電所を止める」との決意

に戻すことを伝えるべきではないかとの意見があった。 
これらの論及に対する答弁等を踏まえて、委員から、乾式貯蔵の事前了解について、県

は、４項目の対応状況を含め、県議会、立地町、原子力環境安全管理協議会の議論および
考えを踏まえて判断するとしているが、いつ、どのような考えで判断するのかとただした
ところ、「事前了解までに確認するとしていた４項目の対応状況について、県としても整理
しているところである。まず、安全性については、原子力規制委員会の許可を受けて、県
の安全専門委員会においても確認している。搬出時期の考え方については、具体的な搬出
開始時期や管理の考え方が示された。地域振興については、継続的に資金を拠出する新た
な仕組みが提示された。これらについては、立地町からおおむね理解が得られたと認識し
ており、県としても一定の評価をしている。一方で、六ヶ所再処理工場の審査状況につい

ては、技術的な議論が終わり、審査終了の見通しが立つことが重要である。このため、事
前了解については、設工認の説明が終了した段階で、事業者から審査対応の状況を確認し
た上で判断したいと考えている」との答弁があった。 
 これを受けて、委員からは、「特に、使用済燃料をプールに戻すことについては、安全を
最優先すべき電力事業者の考えとしては大きな疑問を抱くとともに、立地の町長から「地
元軽視だ」との意見が出ているので、県として関西電力に対して猛省を促していただきた

い。その上で、関西電力が示した４項目の対応のうち、原子力規制委員会による厳正な審
査、乾式キャスクの具体的な搬出時期の考え方、立地地域の振興や課題解決に向けた取組
の３つの項目については、知事の評価に対して一定の理解をしたい。一方で、残るロード
マップの実施状況については、その実効性の鍵とも言える六ヶ所再処理工場の設工認の説
明が終了した段階で、事業者から審査対応の状況を確認した上で判断するという知事の考
えに理解を示したい。立地町の意向を聞くとともに、県としてスケジュールありきでない
慎重な判断を行うよう求める」との見解が示された。 

 

 

 このほか、敦賀以西の観光政策、共創会議、介護人材のスポットワーク活用、酒米確保

に向けた支援制度、農福連携、インフラ整備の予算確保、教員の産育休の取得促進など広

範多岐にわたり、理事者の見解と対応をただした。 

 

 以上のとおり、中間報告する。 

令和７年９月３０日 

 

福井県議会議長 宮本 俊 様 

予算決算特別委員会委員長 松田 泰典 


